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○
財
務
省
令
第
三
十
五
号

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
三
号
）
及
び
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
二
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
関
税
法
施

行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

関
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
関
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

関
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
条
番
号
そ
の
他
の
標
記
部
分
（
以
下
単
に
「
標
記
部
分
」
と
い
う
。
）
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
を
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
、
標
記
部
分
が
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
で
異
な
る
と
き
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
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、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
開
港
に
入
港
す
る
外
国
貿
易
船
に
係
る
積
荷
に
関
す
る

（
開
港
に
入
港
す
る
外
国
貿
易
船
に
係
る
積
荷
に
関
す
る

事
項
等
の
報
告
を
要
し
な
い
場
合
等
）

事
項
等
の
報
告
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
二
条
の
二

［
略
］

第
二
条
の
二

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

一

［
略
］

一

［
同
上
］

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

本
邦
の
他
の
開
港
又
は
不
開
港
（
以
下
こ
の
項
、

ロ

本
邦
の
他
の
開
港
又
は
不
開
港
（
以
下
こ
の
項
、

第
二
条
の
六
第
二
項
及
び
第
二
条
の
十
六
第
二
項
に

第
二
条
の
六
第
二
項
及
び
第
二
条
の
十
三
第
二
項
に

お
い
て
「
開
港
等
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
開
港

お
い
て
「
開
港
等
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
開
港

に
入
港
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
他
の
開
港
等
に

に
入
港
す
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
他
の
開
港
等
に

入
港
す
る
際
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
当
該
事
項
を
報
告

入
港
す
る
際
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
当
該
事
項
を
報
告
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す
べ
き
期
限
（
令
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め

す
べ
き
期
限
（
令
第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め

る
時
又
は
別
表
第
一
の
報
告
期
限
の
欄
に
定
め
る
時

る
時
又
は
別
表
第
一
の
報
告
期
限
の
欄
に
定
め
る
時

を
い
う
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
他

を
い
う
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
当
該
他

の
開
港
等
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
当
該
開
港
に
入
港

の
開
港
等
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
当
該
開
港
に
入
港

す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
当
該
事
項
を
報
告
す
べ
き

す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
当
該
事
項
を
報
告
す
べ
き

期
限
よ
り
早
く
到
来
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

当
該

期
限
よ
り
早
く
到
来
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

当
該

他
の
開
港
等
に
入
港
す
る
際
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
期

他
の
開
港
等
に
入
港
す
る
際
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
期

限
（
当
該
他
の
開
港
等
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
こ

限
（
当
該
他
の
開
港
等
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
こ

れ
ら
の
期
限
の
う
ち
最
も
早
く
到
来
す
る
も
の
）

れ
ら
の
期
限
の
う
ち
最
も
早
く
到
来
す
る
も
の
）

二

［
略
］

二

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

一

入
港
し
た
開
港
に
お
け
る
船
卸
し
を
し
な
い
外
国
貨

一

入
港
し
た
開
港
に
お
け
る
船
卸
し
を
し
な
い
外
国
貨

物
又
は
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
（

物
又
は
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可
）
（

法
第
七
十
五
条
（
外
国
貨
物
の
積
戻
し
）
に
お
い
て
準

法
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
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用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
輸
出
（
積
戻

の
規
定
に
よ
る
輸
出
（
積
戻
し
を
含
む
。
）
の
許
可
を

し
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
て
本
邦
の
港
で
積
み
込

受
け
て
本
邦
の
港
で
積
み
込
ま
れ
た
外
国
貨
物
を
積
ん

ま
れ
た
外
国
貨
物
を
積
ん
で
い
る
外
国
貿
易
船
の
船
長

で
い
る
外
国
貿
易
船
の
船
長
が
、
法
第
十
五
条
第
一
項

が
、
法
第
十
五
条
第
一
項
（
入
港
手
続
）
の
規
定
に
よ

（
入
港
手
続
）
の
規
定
に
よ
り
積
荷
に
関
す
る
事
項
を

り
積
荷
に
関
す
る
事
項
を
報
告
す
る
場
合

こ
れ
ら
の

報
告
す
る
場
合

こ
れ
ら
の
貨
物
に
係
る
令
第
十
二
条

貨
物
に
係
る
令
第
十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
事

第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項

項
［
二
～
四

略
］

［
二
～
四

同
上
］

五

令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
各
号
（
外
国
貿
易
船
等
の

五

令
第
十
六
条
の
二
第
一
項
各
号
（
外
国
貿
易
船
等
の

入
出
港
の
簡
易
手
続
）
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る

入
出
港
の
簡
易
手
続
）
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る

と
き
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
傷
病
者
若
し
く
は
遭

と
き
（
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
傷
病
者
若
し
く
は
遭

難
者
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
給
与
品
を
下
船
又

難
者
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
給
与
品
を
下
船
又

は
積
卸
し
後
出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
（
入
出
港
に

は
積
卸
し
後
出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
（
入
出
港
に

係
る
手
続
に
要
す
る
時
間
及
び
災
害
そ
の
他
や
む
を
得

係
る
手
続
に
要
す
る
時
間
及
び
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
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な
い
事
故
に
よ
り
出
港
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
そ

な
い
事
故
に
よ
り
出
港
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
そ

れ
に
よ
り
出
港
で
き
な
い
事
情
が
な
く
な
る
ま
で
の
時

れ
に
よ
り
出
港
で
き
な
い
事
情
が
な
く
な
る
ま
で
の
時

間
を
除
く
。
第
二
条
の
十
二
及
び
第
二
条
の
十
三
に
お

間
を
除
く
。
第
二
条
の
九
及
び
第
二
条
の
十
に
お
い
て

い
て
同
じ
。
）
を
経
過
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
を
除
く

同
じ
。
）
を
経
過
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
を
除
く
。
）

。
）

令
第
十
二
条
第
三
項
各
号
に
定
め
る
事
項

令
第
十
二
条
第
三
項
各
号
に
定
め
る
事
項

［
４
～
７

略
］

［
４
～
７

同
上
］

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
の
特
例
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
の
特
例
）

第
二
条
の
三

法
第
十
五
条
第
九
項
た
だ
し
書
（
入
港
手
続

第
二
条
の
三

法
第
十
五
条
第
九
項
た
だ
し
書
（
入
港
手
続

）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
電
気
通
信

）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
電
気
通
信

回
線
の
故
障
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り

回
線
の
故
障
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り

電
子
情
報
処
理
組
織
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
同
条
第
七
項
又
は
第
八

入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二

項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場

年
法
律
第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
（
定
義
）
に
規
定

合
に
お
い
て
税
関
長
が
認
め
た
と
き
と
す
る
。

す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
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用
し
て
法
第
十
五
条
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

報
告
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
に
お
い
て
税
関

長
が
認
め
た
と
き
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

（
税
関
空
港
に
入
港
す
る
外
国
貿
易
機
に
係
る
積
荷
に
関

（
税
関
空
港
に
入
港
す
る
外
国
貿
易
機
に
係
る
積
荷
に
関

す
る
事
項
等
の
報
告
を
要
し
な
い
場
合
等
）

す
る
事
項
等
の
報
告
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
二
条
の
四

［
略
］

第
二
条
の
四

［
同
上
］

２

令
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
（
第
一
号
に
係
る
部
分

２

令
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財
務
省
令

に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る

で
定
め
る
場
合
及
び
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財
務
省

財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と

令
で
定
め
る
時
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
区
分
に

し
、
同
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
及
び
時
と
す
る
。

め
る
時
は
当
該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
時
と
す
る
。

［
号
を
削
る
。
］

一

積
荷
に
関
す
る
事
項

令
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
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書
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
次
の
イ
及

び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
財
務
省
令
で
定
め
る
時
は
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
時
と

す
る
。

イ

直
前
の
出
発
空
港
か
ら
入
港
し
よ
う
と
す
る
税
関

空
港
ま
で
の
航
行
時
間
（
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和

二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
百
四
十
二
条

第
二
項
第
一
号
ヘ
㈥
（
航
空
日
誌
）
に
規
定
す
る
航

行
時
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
第
二
条
の
六
第
三

項
及
び
第
二
条
の
十
三
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
三
時
間
以
上
五
時
間
未
満
の
場
合

そ
の
税
関
空

港
に
入
港
す
る
一
時
間
前

ロ

直
前
の
出
発
空
港
か
ら
入
港
し
よ
う
と
す
る
税
関
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空
港
ま
で
の
航
行
時
間
が
三
時
間
未
満
の
場
合

そ

の
税
関
空
港
に
入
港
す
る
時

［
号
を
削
る
。
］

二

旅
客
及
び
乗
組
員
に
関
す
る
事
項

令
第
十
三
条
第

二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合

は
次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
同
項
た
だ
し

書
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
時
は
次
の
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に

定
め
る
時
と
す
る
。

イ

本
邦
以
外
の
地
域
の
直
前
の
出
発
空
港
か
ら
入
港

し
よ
う
と
す
る
税
関
空
港
ま
で
の
航
行
時
間
が
一
時

間
以
上
二
時
間
未
満
の
場
合

そ
の
税
関
空
港
に
入

港
す
る
三
十
分
前

ロ

本
邦
以
外
の
地
域
の
直
前
の
出
発
空
港
か
ら
入
港

し
よ
う
と
す
る
税
関
空
港
ま
で
の
航
行
時
間
が
一
時
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間
未
満
の
場
合
又
は
本
邦
の
他
の
税
関
空
港
若
し
く

は
不
開
港
を
経
由
し
て
税
関
空
港
に
入
港
す
る
場
合

そ
の
税
関
空
港
に
入
港
す
る
時

一

直
前
の
出
発
空
港
か
ら
入
港
し
よ
う
と
す
る
税
関
空

［
号
を
加
え
る
。
］

港
ま
で
の
航
行
時
間
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
航
行
時

間
」
と
い
う
。
）
が
三
時
間
以
上
五
時
間
未
満
の
場
合

そ
の
税
関
空
港
に
入
港
す
る
一
時
間
前

二

航
行
時
間
が
三
時
間
未
満
の
場
合

そ
の
税
関
空
港

［
号
を
加
え
る
。
］

に
入
港
す
る
時

３

［
略
］

３

［
同
上
］

一

入
港
し
た
税
関
空
港
に
お
け
る
取
卸
し
を
し
な
い
外

一

入
港
し
た
税
関
空
港
に
お
け
る
取
卸
し
を
し
な
い
外

国
貨
物
又
は
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可

国
貨
物
又
は
法
第
六
十
七
条
（
輸
出
又
は
輸
入
の
許
可

）
（
法
第
七
十
五
条
（
外
国
貨
物
の
積
戻
し
）
に
お
い

）
（
法
第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
輸
出
（

。
）
の
規
定
に
よ
る
輸
出
（
積
戻
し
を
含
む
。
）
の
許
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積
戻
し
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
て
本
邦
の
空
港
で

可
を
受
け
て
本
邦
の
空
港
で
積
み
込
ま
れ
た
外
国
貨
物

積
み
込
ま
れ
た
外
国
貨
物
を
積
ん
で
い
る
外
国
貿
易
機

を
積
ん
で
い
る
外
国
貿
易
機
の
機
長
が
、
法
第
十
五
条

の
機
長
が
、
法
第
十
五
条
第
十
項
（
入
港
手
続
）
の
規

第
十
項
（
入
港
手
続
）
の
規
定
に
よ
り
積
荷
に
関
す
る

定
に
よ
り
積
荷
に
関
す
る
事
項
を
報
告
す
る
場
合

こ

事
項
を
報
告
す
る
場
合

こ
れ
ら
の
貨
物
に
係
る
令
第

れ
ら
の
貨
物
に
係
る
令
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
定

十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
事
項

め
る
事
項

二

［
略
］

二

［
同
上
］

４

［
略
］

４

［
同
上
］

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

令
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

携

三

令
第
十
三
条
第
五
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

携

帯
品
番
号
（
予
約
者
が
搭
乗
す
る
外
国
貿
易
機
に
積
み

帯
品
番
号
（
予
約
者
が
搭
乗
す
る
外
国
貿
易
機
に
積
み

込
む
も
の
と
し
て
航
空
運
送
事
業
者
が
受
託
し
た
携
帯

込
む
も
の
と
し
て
航
空
運
送
事
業
者
が
受
託
し
た
携
帯

品
を
特
定
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
番
号
を
い
う
。
第
二

品
を
特
定
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
番
号
を
い
う
。
）
そ

条
の
八
第
三
項
第
三
号
及
び
第
二
条
の
十
四
第
三
号
に

の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項



- 11 -

お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

四

［
略
］

四

［
同
上
］

（
開
港
に
入
港
す
る
特
殊
船
舶
等
に
係
る
旅
客
に
関
す
る

（
開
港
に
入
港
す
る
特
殊
船
舶
等
に
係
る
旅
客
に
関
す
る

事
項
等
の
報
告
を
要
し
な
い
場
合
等
）

事
項
等
の
報
告
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
二
条
の
六

［
略
］

第
二
条
の
六

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

一

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）

［
号
を
加
え
る
。
］

第
百
条
第
一
項
（
許
可
）
の
許
可
を
受
け
た
者
（
一
の

地
点
と
他
の
地
点
と
の
間
に
路
線
を
定
め
て
一
定
の
日

時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
機
を
運
航
す
る
者
に
限
る
。

）
及
び
同
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
（
外
国
人
国
際
航

空
運
送
事
業
）
の
許
可
を
受
け
た
者
以
外
の
者
が
運
航

す
る
航
空
機
（
次
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
条
の
十
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六
第
三
項
に
お
い
て
「
不
定
期
航
空
機
」
と
い
う
。
）

で
あ
つ
て
、
本
邦
以
外
の
地
域
の
直
前
の
出
発
空
港
か

ら
入
港
し
よ
う
と
す
る
税
関
空
港
ま
で
の
航
行
時
間
（

次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
航
行
時
間
」
と
い

う
。
）
が
二
時
間
以
上
の
場
合

そ
の
税
関
空
港
に
入

港
す
る
九
十
分
前

二

不
定
期
航
空
機
で
あ
つ
て
、
航
行
時
間
が
一
時
間
以

一

本
邦
以
外
の
地
域
の
直
前
の
出
発
空
港
か
ら
入
港
し

上
二
時
間
未
満
の
場
合

そ
の
税
関
空
港
に
入
港
す
る

よ
う
と
す
る
税
関
空
港
ま
で
の
航
行
時
間
が
一
時
間
以

三
十
分
前

上
二
時
間
未
満
の
場
合

そ
の
税
関
空
港
に
入
港
す
る

三
十
分
前

三

不
定
期
航
空
機
で
あ
つ
て
、
航
行
時
間
が
一
時
間
未

二

本
邦
以
外
の
地
域
の
直
前
の
出
発
空
港
か
ら
入
港
し

満
の
場
合
又
は
本
邦
の
他
の
税
関
空
港
若
し
く
は
不
開

よ
う
と
す
る
税
関
空
港
ま
で
の
航
行
時
間
が
一
時
間
未

港
を
経
由
し
て
税
関
空
港
に
入
港
す
る
場
合

そ
の
税

満
の
場
合
又
は
本
邦
の
他
の
税
関
空
港
若
し
く
は
不
開

関
空
港
に
入
港
す
る
時

港
を
経
由
し
て
税
関
空
港
に
入
港
す
る
場
合

そ
の
税
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関
空
港
に
入
港
す
る
時

４

令
第
十
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財
務
省
令

４

令
第
十
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財
務
省
令

で
定
め
る
場
合
は
、
本
邦
の
開
港
か
ら
出
港
し
た
特
殊
船

で
定
め
る
場
合
は
、
本
邦
の
開
港
か
ら
出
港
し
た
特
殊
船

舶
（
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
（
特
殊
船
舶
等
の
入
出
港

舶
が
、
予
定
さ
れ
た
計
画
に
従
つ
て
、
当
該
出
港
し
た
日

の
簡
易
手
続
）
に
規
定
す
る
特
殊
船
舶
を
い
う
。
以
下
同

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
に
再
び
同
一
の
開
港

じ
。
）
が
、
予
定
さ
れ
た
計
画
に
従
つ
て
、
当
該
出
港
し

に
入
港
し
、
か
つ
、
当
該
特
殊
船
舶
に
係
る
乗
組
員
に
関

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
以
内
に
再
び
同
一
の

す
る
事
項
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
い
う
。
）
に

開
港
に
入
港
し
、
か
つ
、
当
該
特
殊
船
舶
に
係
る
乗
組
員

変
更
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
殊
船
舶
の
船
長
が

に
関
す
る
事
項
（
令
第
十
四
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る

、
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
（
特
殊
船
舶
等
の
入
港
手
続

事
項
を
い
う
。
）
に
変
更
が
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該

）
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
項
を
報
告
す
る
場
合
と
し
、
令

特
殊
船
舶
の
船
長
が
、
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
（
特
殊

第
十
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

船
舶
等
の
入
港
手
続
）
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
項
を
報
告

め
る
事
項
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

す
る
場
合
と
し
、
令
第
十
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
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る
事
項
と
す
る
。

５

［
略
］

５

［
同
上
］

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

令
第
十
四
条
第
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

携

三

令
第
十
四
条
第
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

携

帯
品
番
号
（
予
約
者
が
搭
乗
す
る
特
殊
航
空
機
（
法
第

帯
品
番
号
（
予
約
者
が
搭
乗
す
る
特
殊
航
空
機
（
法
第

十
五
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
特
殊
航
空
機
を
い
う

十
五
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
特
殊
航
空
機
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
に
積
み
込
む
も
の
と
し
て
航
空
運
送

。
以
下
同
じ
。
）
に
積
み
込
む
も
の
と
し
て
航
空
運
送

事
業
者
が
受
託
し
た
携
帯
品
を
特
定
す
る
た
め
に
付
さ

事
業
者
が
受
託
し
た
携
帯
品
を
特
定
す
る
た
め
に
付
さ

れ
た
番
号
を
い
う
。
第
二
条
の
十
第
三
号
及
び
第
二
条

れ
た
番
号
を
い
う
。
）
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

の
十
六
第
五
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
参

考
と
な
る
べ
き
事
項

四

［
略
］

四

［
同
上
］

（
出
港
の
際
に
提
出
を
求
め
ら
れ
る
書
面
に
係
る
記
載
の

（
出
港
の
際
に
提
出
を
求
め
ら
れ
る
書
面
に
係
る
記
載
の

省
略
事
項
等
）

省
略
事
項
）
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第
二
条
の
八

［
略
］

第
二
条
の
八

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

令
第
十
六
条
第
四
項
各
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

［
項
を
加
え
る
。
］

め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
六
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

予

約
者
が
航
空
運
送
事
業
者
の
登
録
会
員
で
あ
る
と
き
は

そ
の
会
員
番
号
及
び
等
級
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事

項
二

令
第
十
六
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項

予

約
番
号
、
当
該
予
約
に
係
る
航
空
券
の
支
払
が
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
で
行
わ
れ
る
と
き
は
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
の
番
号
及
び
そ
の
名
義
、
当
該
予
約
が
共
同
運
送

（
運
航
者
（
法
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
運
航
者

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
航
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空
運
送
事
業
者
が
当
該
運
航
者
と
共
同
し
て
行
う
運
送

で
あ
つ
て
、
当
該
運
航
者
の
提
供
す
る
輸
送
サ
ー
ビ
ス

を
使
用
し
て
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
共
同
運
送
者

（
当
該
共
同
運
送
に
係
る
運
航
者
以
外
の
航
空
運
送
事

業
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
当

該
予
約
に
係
る
旅
行
業
者
が
あ
る
と
き
は
そ
の
所
在
地

並
び
に
当
該
予
約
に
係
る
外
国
旅
行
業
者
が
あ
る
と
き

は
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事

項
三

令
第
十
六
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

携

帯
品
番
号
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

四

令
第
十
六
条
第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
項

搭

乗
手
続
番
号
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
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（
税
関
空
港
を
出
港
し
よ
う
と
す
る
外
国
貿
易
機
に
係
る

予
約
者
等
に
関
す
る
事
項
の
報
告
者
等
）

第
二
条
の
九

法
第
十
七
条
第
三
項
（
出
港
手
続
）
に
規
定

［
条
を
加
え
る
。
］

す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
共
同
運
送
者
と
す
る
。

２

法
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

措
置
は
、
税
関
長
が
電
磁
的
記
録
を
利
用
し
て
同
条
第
三

項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
情
報
を
常
に
閲
覧
す
る
こ
と

が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
と
す
る
。

（
税
関
空
港
を
出
港
し
よ
う
と
す
る
特
殊
航
空
機
に
係
る

予
約
者
等
に
関
す
る
事
項
）

第
二
条
の
十

令
第
十
六
条
の
二
第
三
項
各
号
（
特
殊
船
舶

［
条
を
加
え
る
。
］

等
の
出
港
届
の
記
載
事
項
等
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で

定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
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予
約
者
が
航
空
運
送
事
業
者
の
登
録
会
員
で
あ
る
と

き
は
そ
の
会
員
番
号
及
び
等
級
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ

き
事
項

二

令
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項

予
約
番
号
、
当
該
予
約
に
係
る
航
空
券
の
支
払
が
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
行
わ
れ
る
と
き
は
当
該
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
の
番
号
及
び
そ
の
名
義
、
当
該
予
約
が
共
同

運
送
（
運
航
者
（
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
（
特
殊
船

舶
等
の
出
港
手
続
）
に
規
定
す
る
運
航
者
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
航
空
運
送
事
業

者
が
当
該
運
航
者
と
共
同
し
て
行
う
運
送
で
あ
つ
て
、

当
該
運
航
者
の
提
供
す
る
輸
送
サ
ー
ビ
ス
を
使
用
し
て

行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
共
同
運
送
者
（
当
該
共
同
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運
送
に
係
る
運
航
者
以
外
の
航
空
運
送
事
業
者
を
い
う

。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
名
称
、
当
該
予
約
に
係

る
旅
行
業
者
が
あ
る
と
き
は
そ
の
所
在
地
並
び
に
当
該

予
約
に
係
る
外
国
旅
行
業
者
が
あ
る
と
き
は
そ
の
名
称

及
び
所
在
地
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

三

令
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

携
帯
品
番
号
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

四

令
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
項

搭
乗
手
続
番
号
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
税
関
空
港
を
出
港
し
よ
う
と
す
る
特
殊
航
空
機
に
係
る

予
約
者
等
に
関
す
る
事
項
の
報
告
者
等
）

第
二
条
の
十
一

法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
（
特
殊
船
舶
等

［
条
を
加
え
る
。
］

の
出
港
手
続
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、

共
同
運
送
者
と
す
る
。
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２

法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

め
る
措
置
は
、
税
関
長
が
電
磁
的
記
録
を
利
用
し
て
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
情
報
を
常
に
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
と
す
る
。

（
外
国
貿
易
機
に
係
る
短
期
出
港
等
の
場
合
に
該
当
し
な

（
外
国
貿
易
機
に
係
る
短
期
出
港
等
の
場
合
に
該
当
し
な

い
こ
と
と
な
る
時
）

い
こ
と
と
な
る
時
）

第
二
条
の
十
二

令
第
十
六
条
の
三
第
五
項
本
文
（
外
国
貿

第
二
条
の
九

令
第
十
六
条
の
二
第
五
項
本
文
（
外
国
貿
易

易
船
等
の
入
出
港
の
簡
易
手
続
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令

船
等
の
入
出
港
の
簡
易
手
続
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で

で
定
め
る
時
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
時
と
す
る
。

定
め
る
時
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
時
と
す
る
。

一

令
第
十
六
条
の
三
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
傷
病

一

令
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
傷
病

者
若
し
く
は
遭
難
者
以
外
の
者
を
乗
降
さ
せ
る
時
、
当

者
若
し
く
は
遭
難
者
以
外
の
者
を
乗
降
さ
せ
る
時
、
当

該
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者
の
携
帯
品
以
外
の
貨
物
の

該
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者
の
携
帯
品
以
外
の
貨
物
の

積
卸
し
を
行
う
時
又
は
当
該
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者

積
卸
し
を
行
う
時
又
は
当
該
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者

の
降
機
後
出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を
経
過
す
る
時

の
降
機
後
出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を
経
過
す
る
時
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二

令
第
十
六
条
の
三
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
給
与

二

令
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
給
与

品
以
外
の
貨
物
の
積
卸
し
を
行
う
時
又
は
当
該
給
与
品

品
以
外
の
貨
物
の
積
卸
し
を
行
う
時
又
は
当
該
給
与
品

の
積
卸
し
後
出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を
経
過
す
る

の
積
卸
し
後
出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を
経
過
す
る

時

時

２

令
第
十
六
条
の
三
第
五
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財
務

２

令
第
十
六
条
の
二
第
五
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財
務

省
令
で
定
め
る
場
合
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、

省
令
で
定
め
る
場
合
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、

同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
時
は
当

同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
時
は
当

該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

該
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
時
と
す
る
。
た
だ
し
、
積
荷
に
関
す
る
事
項
以
外
の

め
る
時
と
す
る
。
た
だ
し
、
積
荷
に
関
す
る
事
項
以
外
の

報
告
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

報
告
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

令
第
十
六
条
の
三
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

一

令
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

と
し
て
法
第
十
八
条
第
三
項
本
文
（
入
出
港
の
簡
易
手

と
し
て
法
第
十
八
条
第
三
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受

続
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
入
港
し
た
外
国
貿
易
機

け
て
入
港
し
た
外
国
貿
易
機
に
お
い
て
同
号
に
規
定
す

に
お
い
て
同
号
に
規
定
す
る
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者

る
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者
以
外
の
者
を
乗
降
さ
せ
る
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以
外
の
者
を
乗
降
さ
せ
る
場
合

当
該
傷
病
者
又
は
遭

場
合

当
該
傷
病
者
又
は
遭
難
者
以
外
の
者
を
乗
降
さ

難
者
以
外
の
者
を
乗
降
さ
せ
る
時

せ
る
時

二

令
第
十
六
条
の
三
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

二

令
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

と
し
て
法
第
十
八
条
第
三
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受

と
し
て
法
第
十
八
条
第
三
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受

け
て
入
港
し
た
外
国
貿
易
機
に
お
い
て
同
号
に
規
定
す

け
て
入
港
し
た
外
国
貿
易
機
に
お
い
て
同
号
に
規
定
す

る
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者
の
降
機
後
出
港
す
る
こ
と

る
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者
の
降
機
後
出
港
す
る
こ
と

な
く
三
十
分
を
経
過
す
る
場
合

そ
の
経
過
す
る
時

な
く
三
十
分
を
経
過
す
る
場
合

そ
の
経
過
す
る
時

三

令
第
十
六
条
の
三
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

三

令
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

と
し
て
法
第
十
八
条
第
三
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受

と
し
て
法
第
十
八
条
第
三
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受

け
て
入
港
し
た
外
国
貿
易
機
に
お
い
て
旅
客
又
は
乗
組

け
て
入
港
し
た
外
国
貿
易
機
に
お
い
て
旅
客
又
は
乗
組

員
（
同
号
に
規
定
す
る
給
与
品
の
積
卸
し
に
必
要
な
行

員
（
同
号
に
規
定
す
る
給
与
品
の
積
卸
し
に
必
要
な
行

為
を
行
う
者
を
除
く
。
）
を
乗
降
さ
せ
る
場
合

当
該

為
を
行
う
者
を
除
く
。
）
を
乗
降
さ
せ
る
場
合

当
該

旅
客
又
は
乗
組
員
を
乗
降
さ
せ
る
時

旅
客
又
は
乗
組
員
を
乗
降
さ
せ
る
時

四

令
第
十
六
条
の
三
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

四

令
第
十
六
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の



- 23 -

と
し
て
法
第
十
八
条
第
三
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受

と
し
て
法
第
十
八
条
第
三
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受

け
て
入
港
し
た
外
国
貿
易
機
に
お
い
て
同
号
に
規
定
す

け
て
入
港
し
た
外
国
貿
易
機
に
お
い
て
同
号
に
規
定
す

る
給
与
品
の
積
卸
し
後
出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を

る
給
与
品
の
積
卸
し
後
出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を

経
過
す
る
場
合

そ
の
経
過
す
る
時

経
過
す
る
場
合

そ
の
経
過
す
る
時

（
特
殊
船
舶
等
に
係
る
短
期
出
港
等
の
場
合
に
該
当
し
な

（
特
殊
船
舶
等
に
係
る
短
期
出
港
等
の
場
合
に
該
当
し
な

い
こ
と
と
な
る
時
）

い
こ
と
と
な
る
時
）

第
二
条
の
十
三

令
第
十
六
条
の
四
第
三
項
本
文
（
特
殊
船

第
二
条
の
十

令
第
十
六
条
の
三
第
三
項
本
文
（
特
殊
船
舶

舶
等
の
入
出
港
の
簡
易
手
続
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で

等
の
入
出
港
の
簡
易
手
続
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

定
め
る
時
は
、
同
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し

め
る
時
は
、
同
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て

て
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
本
文
（
特
殊
船
舶
等
の
入
出

法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
本
文
（
特
殊
船
舶
等
の
入
出
港

港
の
簡
易
手
続
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
入
港
し
た
船

の
簡
易
手
続
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
入
港
し
た
船
舶

舶
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
時
と
す
る
。

に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
時
と
す
る
。

一

令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
傷
病

一

令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
傷
病

者
若
し
く
は
遭
難
者
以
外
の
者
を
乗
降
さ
せ
る
時
、
当

者
若
し
く
は
遭
難
者
以
外
の
者
を
乗
降
さ
せ
る
時
、
当
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該
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者
の
携
帯
品
以
外
の
貨
物
の

該
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者
の
携
帯
品
以
外
の
貨
物
の

積
卸
し
を
行
う
時
又
は
当
該
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者

積
卸
し
を
行
う
時
又
は
当
該
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者

の
下
船
後
出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を
経
過
す
る
時

の
下
船
後
出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を
経
過
す
る
時

二

令
第
十
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
活
動

二

令
第
十
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
活
動

以
外
の
活
動
に
従
事
す
る
時
又
は
当
該
活
動
を
し
た
後

以
外
の
活
動
に
従
事
す
る
時
又
は
当
該
活
動
を
し
た
後

出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を
経
過
す
る
時

出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を
経
過
す
る
時

２

令
第
十
六
条
の
四
第
六
項
本
文
に
規
定
す
る
財
務
省
令

２

令
第
十
六
条
の
三
第
六
項
本
文
に
規
定
す
る
財
務
省
令

で
定
め
る
時
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
時
と
す
る
。

で
定
め
る
時
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
時
と
す
る
。

一

令
第
十
六
条
の
四
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
傷
病

一

令
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
傷
病

者
若
し
く
は
遭
難
者
以
外
の
者
を
乗
降
さ
せ
る
時
、
当

者
若
し
く
は
遭
難
者
以
外
の
者
を
乗
降
さ
せ
る
時
、
当

該
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者
の
携
帯
品
以
外
の
貨
物
の

該
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者
の
携
帯
品
以
外
の
貨
物
の

積
卸
し
を
行
う
時
又
は
当
該
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者

積
卸
し
を
行
う
時
又
は
当
該
傷
病
者
若
し
く
は
遭
難
者

の
降
機
後
出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を
経
過
す
る
時

の
降
機
後
出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を
経
過
す
る
時

二

令
第
十
六
条
の
四
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
活
動

二

令
第
十
六
条
の
三
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
活
動
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以
外
の
活
動
に
従
事
す
る
時
又
は
当
該
活
動
を
し
た
後

以
外
の
活
動
に
従
事
す
る
時
又
は
当
該
活
動
を
し
た
後

出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を
経
過
す
る
時

出
港
す
る
こ
と
な
く
三
十
分
を
経
過
す
る
時

（
不
開
港
に
出
入
し
よ
う
と
す
る
外
国
貿
易
機
に
係
る
予

（
不
開
港
に
入
港
し
よ
う
と
す
る
外
国
貿
易
機
に
係
る
予

約
者
等
に
関
す
る
事
項
）

約
者
等
に
関
す
る
事
項
）

第
二
条
の
十
四

［
略
］

第
二
条
の
十
一

［
同
上
］

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

令
第
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

携

三

令
第
十
八
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

携

帯
品
番
号
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

帯
品
番
号
（
予
約
者
が
搭
乗
す
る
外
国
貿
易
機
に
積
み

込
む
も
の
と
し
て
航
空
運
送
事
業
者
が
受
託
し
た
携
帯

品
を
特
定
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
番
号
を
い
う
。
）
そ

の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

四

［
略
］

四

［
同
上
］

（
不
開
港
に
出
入
し
よ
う
と
す
る
外
国
貿
易
機
に
係
る
予

（
不
開
港
に
入
港
し
よ
う
と
す
る
外
国
貿
易
機
に
係
る
予

約
者
等
に
関
す
る
事
項
の
報
告
者
等
）

約
者
等
に
関
す
る
事
項
の
報
告
者
等
）
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第
二
条
の
十
五

［
略
］

第
二
条
の
十
二

［
同
上
］

（
不
開
港
に
出
入
す
る
特
殊
船
舶
等
に
係
る
旅
客
に
関
す

（
不
開
港
に
入
港
す
る
特
殊
船
舶
等
に
係
る
旅
客
に
関
す

る
事
項
等
の
報
告
を
要
し
な
い
場
合
等
）

る
事
項
等
の
報
告
を
要
し
な
い
場
合
等
）

第
二
条
の
十
六

令
第
十
八
条
の
二
第
一
項
（
特
殊
船
舶
等

第
二
条
の
十
三

令
第
十
八
条
の
二
第
一
項
（
特
殊
船
舶
等

の
不
開
港
へ
の
入
出
港
手
続
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で

の
不
開
港
へ
の
入
港
手
続
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
は
、
貨
物
の
荷
崩
れ
若
し
く

め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
は
、
貨
物
の
荷
崩
れ
若
し
く
は

は
旅
客
若
し
く
は
乗
組
員
の
暴
行
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

旅
客
若
し
く
は
乗
組
員
の
暴
行
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

る
事
由
に
よ
り
航
行
に
支
障
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
緊
急

事
由
に
よ
り
航
行
に
支
障
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
緊
急
に

に
入
港
す
る
た
め
あ
ら
か
じ
め
報
告
す
る
こ
と
が
困
難
な

入
港
す
る
た
め
あ
ら
か
じ
め
報
告
す
る
こ
と
が
困
難
な
場

場
合
、
脅
迫
若
し
く
は
国
の
機
関
若
し
く
は
地
方
公
共
団

合
、
脅
迫
若
し
く
は
国
の
機
関
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体

体
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
の
指
示
に
よ
り
強
制
的

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
の
指
示
に
よ
り
強
制
的
に

に
入
港
さ
せ
ら
れ
る
た
め
あ
ら
か
じ
め
報
告
す
る
こ
と
が

入
港
さ
せ
ら
れ
る
た
め
あ
ら
か
じ
め
報
告
す
る
こ
と
が
困

困
難
な
場
合
又
は
検
疫
の
み
を
目
的
と
し
て
検
疫
区
域
に

難
な
場
合
又
は
検
疫
の
み
を
目
的
と
し
て
検
疫
区
域
に
入

入
港
す
る
場
合
と
す
る
。

港
す
る
場
合
と
す
る
。
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２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

一

不
定
期
航
空
機
で
あ
つ
て
、
本
邦
以
外
の
地
域
の
直

［
号
を
加
え
る
。
］

前
の
出
発
空
港
か
ら
入
港
し
よ
う
と
す
る
不
開
港
ま
で

の
航
行
時
間
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
航

行
時
間
」
と
い
う
。
）
が
二
時
間
以
上
の
場
合

そ
の

不
開
港
に
入
港
す
る
九
十
分
前

二

不
定
期
航
空
機
で
あ
つ
て
、
航
行
時
間
が
一
時
間
以

一

本
邦
以
外
の
地
域
の
直
前
の
出
発
空
港
か
ら
入
港
し

上
二
時
間
未
満
の
場
合

そ
の
不
開
港
に
入
港
す
る
三

よ
う
と
す
る
不
開
港
ま
で
の
航
行
時
間
が
一
時
間
以
上

十
分
前

二
時
間
未
満
の
場
合

そ
の
不
開
港
に
入
港
す
る
三
十

分
前

三

不
定
期
航
空
機
で
あ
つ
て
、
航
行
時
間
が
一
時
間
未

二

本
邦
以
外
の
地
域
の
直
前
の
出
発
空
港
か
ら
入
港
し

満
の
場
合
又
は
本
邦
の
他
の
税
関
空
港
若
し
く
は
不
開

よ
う
と
す
る
不
開
港
ま
で
の
航
行
時
間
が
一
時
間
未
満

港
を
経
由
し
て
不
開
港
に
入
港
す
る
場
合

そ
の
不
開

の
場
合
又
は
本
邦
の
他
の
税
関
空
港
若
し
く
は
不
開
港
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港
に
入
港
す
る
時

を
経
由
し
て
不
開
港
に
入
港
す
る
場
合

そ
の
不
開
港

に
入
港
す
る
時

４

［
略
］

４

［
同
上
］

５

令
第
十
八
条
の
二
第
十
項
各
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令

５

令
第
十
八
条
の
二
第
八
項
各
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

令
第
十
八
条
の
二
第
十
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

一

令
第
十
八
条
の
二
第
八
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

予
約
者
が
航
空
運
送
事
業
者
の
登
録
会
員
で
あ
る
と

予
約
者
が
航
空
運
送
事
業
者
の
登
録
会
員
で
あ
る
と

き
は
そ
の
会
員
番
号
及
び
等
級
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ

き
は
そ
の
会
員
番
号
及
び
等
級
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ

き
事
項

き
事
項

二

令
第
十
八
条
の
二
第
十
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項

二

令
第
十
八
条
の
二
第
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項

予
約
番
号
、
当
該
予
約
に
係
る
航
空
券
の
支
払
が
ク

予
約
番
号
、
当
該
予
約
に
係
る
航
空
券
の
支
払
が
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
行
わ
れ
る
と
き
は
当
該
ク
レ
ジ
ッ

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
行
わ
れ
る
と
き
は
当
該
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
の
番
号
及
び
そ
の
名
義
、
当
該
予
約
が
共
同

ト
カ
ー
ド
の
番
号
及
び
そ
の
名
義
、
当
該
予
約
が
共
同

運
送
（
運
航
者
（
法
第
二
十
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す

運
送
（
運
航
者
（
法
第
二
十
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
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る
運
航
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

る
運
航
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

以
外
の
航
空
運
送
事
業
者
が
当
該
運
航
者
と
共
同
し
て

以
外
の
航
空
運
送
事
業
者
が
当
該
運
航
者
と
共
同
し
て

行
う
運
送
で
あ
つ
て
、
当
該
運
航
者
の
提
供
す
る
輸
送

行
う
運
送
で
あ
つ
て
、
当
該
運
航
者
の
提
供
す
る
輸
送

サ
ー
ビ
ス
を
使
用
し
て
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

サ
ー
ビ
ス
を
使
用
し
て
行
う
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
共

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
共

同
運
送
者
（
当
該
共
同
運
送
に
係
る
運
航
者
以
外
の
航

同
運
送
者
（
当
該
共
同
運
送
に
係
る
運
航
者
以
外
の
航

空
運
送
事
業
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

空
運
送
事
業
者
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

名
称
、
当
該
予
約
に
係
る
旅
行
業
者
が
あ
る
と
き
は
そ

名
称
、
当
該
予
約
に
係
る
旅
行
業
者
が
あ
る
と
き
は
そ

の
所
在
地
並
び
に
当
該
予
約
に
係
る
外
国
旅
行
業
者
が

の
所
在
地
並
び
に
当
該
予
約
に
係
る
外
国
旅
行
業
者
が

あ
る
と
き
は
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
参
考
と
な

あ
る
と
き
は
そ
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
参
考
と
な

る
べ
き
事
項

る
べ
き
事
項

三

令
第
十
八
条
の
二
第
十
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

三

令
第
十
八
条
の
二
第
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
項

携
帯
品
番
号
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

携
帯
品
番
号
（
予
約
者
が
搭
乗
す
る
特
殊
航
空
機
に

積
み
込
む
も
の
と
し
て
航
空
運
送
事
業
者
が
受
託
し
た
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携
帯
品
を
特
定
す
る
た
め
に
付
さ
れ
た
番
号
を
い
う
。

）
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

四

令
第
十
八
条
の
二
第
十
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
項

四

令
第
十
八
条
の
二
第
八
項
第
四
号
に
規
定
す
る
事
項

搭
乗
手
続
番
号
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

搭
乗
手
続
番
号
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
不
開
港
に
出
入
し
よ
う
と
す
る
特
殊
航
空
機
に
係
る
予

（
不
開
港
に
入
港
し
よ
う
と
す
る
特
殊
航
空
機
に
係
る
予

約
者
等
に
関
す
る
事
項
の
報
告
者
等
）

約
者
等
に
関
す
る
事
項
の
報
告
者
等
）

第
二
条
の
十
七

法
第
二
十
条
の
二
第
五
項
（
特
殊
船
舶
等

第
二
条
の
十
四

法
第
二
十
条
の
二
第
四
項
（
特
殊
船
舶
等

の
不
開
港
へ
の
出
入
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

の
不
開
港
へ
の
出
入
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る

者
は
、
共
同
運
送
者
と
す
る
。

者
は
、
共
同
運
送
者
と
す
る
。

２

法
第
二
十
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

２

法
第
二
十
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定

め
る
措
置
は
、
税
関
長
が
電
磁
的
記
録
を
利
用
し
て
同
条

め
る
措
置
は
、
税
関
長
が
電
磁
的
記
録
を
利
用
し
て
同
条

第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
情
報
を
常
に
閲
覧
す
る

第
四
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
情
報
を
常
に
閲
覧
す
る

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
と
す
る
。

こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
と
す
る
。

（
届
出
場
所
の
基
準
）

（
届
出
場
所
の
基
準
）
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第
四
条
の
二

［
略
］

第
四
条
の
二

［
同
上
］

一

法
第
五
十
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
の
使
用
に

一

法
第
五
十
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の

係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
、
輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
、
輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報

処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

及
び
税
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

及
び
税
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信

回
線
で
接
続
し
て
お
り
、
届
出
場
所
（
同
項
に
規
定
す

回
線
で
接
続
し
て
お
り
、
届
出
場
所
（
同
項
に
規
定
す

る
届
出
に
係
る
場
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四

る
届
出
に
係
る
場
所
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
四

条
の
四
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
外
国
貨

条
の
四
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
外
国
貨

物
の
蔵
置
等
（
同
項
に
規
定
す
る
外
国
貨
物
の
蔵
置
等

物
の
蔵
置
等
（
同
項
に
規
定
す
る
外
国
貨
物
の
蔵
置
等

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
業
務
を
電
子
情
報

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
業
務
を
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

処
理
組
織
（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関

連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法

律
第
五
十
四
号
）
第
二
条
第
一
号
（
定
義
）
に
規
定
す
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る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
第
七
条
の
二
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

［
二
・
三

略
］

［
二
・
三

同
上
］

別
表
第
二
（
第
二
条
の
二
、
第
二
条
の
六
及
び
第
二
条
の
十

別
表
第
二
（
第
二
条
の
二
、
第
二
条
の
六
及
び
第
二
条
の
十

六
関
係
）

［
略
］

三
関
係
）

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
関
税
定
率
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

関
税
定
率
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

配

合

飼

料

配

合

割

合

配

合

飼

料

配

合

割

合

［
略
］

［
同
上
］
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二

糖
み
つ
の
含
有
量
が

こ
う
り
や
ん
そ
の
他
の
グ

二

糖
み
つ
の
含
有
量
が

こ
う
り
や
ん
そ
の
他
の
グ

全
重
量
の
二
○
％
以
上

レ
ー
ン
ソ
ル
ガ
ム
、
と
う

全
重
量
の
二
○
％
以
上

レ
ー
ン
ソ
ル
ガ
ム
、
と
う

の
も
の
（
第
一
号
に
該

も
ろ
こ
し
そ
の
他
の
令
第

の
も
の
（
第
一
号
に
該

も
ろ
こ
し
そ
の
他
の
令
第

当
す
る
も
の
を
除
く
。

六
条
に
規
定
す
る
原
料
品

当
す
る
も
の
を
除
く
。

六
条
に
規
定
す
る
原
料
品

）

（
砂
糖
及
び
糖
み
つ
を
除

）

（
砂
糖
及
び
糖
み
つ
を
除

く
。
）
若
し
く
は
こ
れ
ら

く
。
）
、
オ
ー
ト
、
ふ
す

と
同
種
の
他
の
原
料
品
又

ま
、
や
し
油
か
す
、
大
豆

は
オ
ー
ト
、
ふ
す
ま
、
や

油
か
す
、
脱
脂
ぬ
か
、
ア

し
油
か
す
、
大
豆
油
か
す

ル
フ
ァ
ル
フ
ァ
ミ
ー
ル
、

、
脱
脂
ぬ
か
、
ア
ル
フ
ァ

ビ
ー
ト
パ
ル
プ
、
大
豆
皮

ル
フ
ァ
ミ
ー
ル
、
ビ
ー
ト

、
ビ
ー
ル
か
す
、
豆
腐
か

パ
ル
プ
、
大
豆
皮
、
ビ
ー

す
、
稲
わ
ら
粉
末
又
は
麦

ル
か
す
、
豆
腐
か
す
、
稲

ぬ
か
の
含
有
量
の
合
計
が

わ
ら
粉
末
若
し
く
は
麦
ぬ

全
重
量
の
五
％
以
上
で
あ
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か
の
含
有
量
の
合
計
が
全

る
こ
と
。

重
量
の
五
％
以
上
で
あ
る

こ
と
。

［
略
］

［
同
上
］

四

そ
の
他
の
も
の

こ
う
り
や
ん
そ
の
他
の
グ

四

そ
の
他
の
も
の

こ
う
り
や
ん
そ
の
他
の
グ

レ
ー
ン
ソ
ル
ガ
ム
、
と
う

レ
ー
ン
ソ
ル
ガ
ム
及
び
と

も
ろ
こ
し
そ
の
他
の
令
第

う
も
ろ
こ
し
そ
の
他
の
令

六
条
に
規
定
す
る
原
料
品

第
六
条
に
規
定
す
る
原
料

及
び
こ
れ
ら
と
同
種
の
他

品
以
外
の
原
料
品
の
含
有

の
原
料
品
以
外
の
原
料
品

量
の
合
計
が
全
重
量
の
一

の
含
有
量
の
合
計
が
全
重

二
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。

量
の
一
二
％
以
上
で
あ
る

こ
と
。

フ
ェ
ザ
ー
ミ
ー
ル
、
肉
骨

フ
ェ
ザ
ー
ミ
ー
ル
、
肉
骨
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粉
、
全
血
粉
、
さ
な
ぎ
粉

粉
、
全
血
粉
、
さ
な
ぎ
粉

、
魚
粉
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ソ

、
魚
粉
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ソ

リ
ュ
ブ
ル
、
フ
ィ
ッ
シ
ュ

リ
ュ
ブ
ル
又
は
フ
ィ
ッ
シ

ソ
リ
ュ
ブ
ル
吸
着
飼
料
、

ュ
ソ
リ
ュ
ブ
ル
吸
着
飼
料

や
し
油
か
す
、
大
豆
油
か

の
含
有
量
の
合
計
が
全
重

す
、
綿
実
油
か
す
、
菜
種

量
の
二
％
以
上
で
あ
る
こ

油
か
す
、
ア
ル
フ
ァ
ル
フ

と
。

ァ
ミ
ー
ル
、
大
豆
皮
又
は

豆
腐
か
す
の
含
有
量
の
合

計
が
全
重
量
の
二
％
以
上

で
あ
る
こ
と
。

こ
う
り
や
ん
そ
の
他
の
グ

こ
う
り
や
ん
そ
の
他
の
グ

レ
ー
ン
ソ
ル
ガ
ム
又
は
と

レ
ー
ン
ソ
ル
ガ
ム
又
は
と

う
も
ろ
こ
し
を
加
熱
し
た

う
も
ろ
こ
し
を
加
熱
し
た
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後
に
扁
平
状
に
押
し
つ
ぶ

後
に
扁
平
状
に
押
し
つ
ぶ

し
た
も
の
又
は
加
圧
に
よ

し
た
も
の
又
は
加
圧
に
よ

り
加
熱
し
た
も
の
の
含
有

り
加
熱
し
た
も
の
の
含
有

量
の
合
計
が
、
こ
う
り
や

量
の
合
計
が
、
こ
う
り
や

ん
そ
の
他
の
グ
レ
ー
ン
ソ

ん
そ
の
他
の
グ
レ
ー
ン
ソ

ル
ガ
ム
、
と
う
も
ろ
こ
し

ル
ガ
ム
及
び
と
う
も
ろ
こ

そ
の
他
の
令
第
六
条
に
規

し
そ
の
他
の
令
第
六
条
に

定
す
る
原
料
品
及
び
こ
れ

規
定
す
る
原
料
品
の
含
有

ら
と
同
種
の
他
の
原
料
品

量
の
合
計
の
五
○
％
以
上

の
含
有
量
の
合
計
の
五
○

で
あ
る
こ
と
。

％
以
上
で
あ
る
こ
と
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て

い
な
い
部
分
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
配
合
飼
料
の
指
定
）

（
配
合
飼
料
の
指
定
）

第
一
条

関
税
定
率
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省

第
一
条

関
税
定
率
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
大
蔵
省

令
第
十
六
号
）
第
二
条
（
飼
料
の
規
格
）
の
規
定
は
、
関

令
第
十
六
号
）
第
二
条
（
飼
料
の
規
格
）
の
規
定
は
、
関

税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九

税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
（
配
合
飼
料
の
指

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
（
配
合
飼
料
の
指

定
）
及
び
令
第
四
十
五
条
第
三
項
（
児
童
福
祉
施
設
等
の

定
）
及
び
令
第
四
十
五
条
第
二
項
（
児
童
福
祉
施
設
等
の

指
定
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
規
格
を
備
え
る

指
定
）
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
規
格
を
備
え
る

配
合
飼
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

配
合
飼
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
輸
入
数
量
の
換
算
）

（
輸
入
数
量
の
換
算
）

第
七
条

［
略
］

第
七
条

［
同
上
］
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物

品

品

目

換
算
率

物

品

品

目

換
算
率

一

法
の
別
表
第
一
の
六

［
略
］

［
略
］

一

法
の
別
表
第
一
の
六

［
同
上
］

［
同
上
］

の
一
三
の
項
に
掲
げ
る

第
一
三
項
に
掲
げ
る
物

物
品

品

二

法
の
別
表
第
一
の
六

［
略
］

［
略
］

二

法
の
別
表
第
一
の
六

［
同
上
］

［
同
上
］

の
一
四
の
項
に
掲
げ
る

第
一
四
項
に
掲
げ
る
物

物
品

品

三

法
の
別
表
第
一
の
六

［
略
］

［
略
］

三

法
の
別
表
第
一
の
六

［
同
上
］

［
同
上
］

の
一
四
の
二
の
項
に
掲

第
一
四
の
二
項
に
掲
げ

げ
る
物
品

る
物
品

四

法
の
別
表
第
一
の
六

［
略
］

［
略
］

四

法
の
別
表
第
一
の
六

［
同
上
］

［
同
上
］

の
二
一
の
項
に
掲
げ
る

第
二
一
項
に
掲
げ
る
物

物
品

品

別
表
（
第
九
条
関
係
）

別
表
（
第
九
条
関
係
）
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関
税
定
率

原
産
品
と
し
て

関
税
定
率

原
産
品
と
し
て

法
別
表
の

生
産
さ
れ
た
物
品

の
資
格
を
与
え

法
別
表
の

生
産
さ
れ
た
物
品

の
資
格
を
与
え

番
号

る
た
め
の
条
件

番
号

る
た
め
の
条
件

［
第
二
類

［
第
二
類

［
略
］

［
同
上
］

～

～

第
九
四
類

第
九
四
類

］

］

［
項
を
削

九
五
・
○

三
輪
車
、
ス
ク
ー
タ
ー

る
。
］

三

、
足
踏
み
式
自
動
車
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る

車
輪
付
き
が
ん
具
、
人

形
用
乳
母
車
、
人
形
、

そ
の
他
の
が
ん
具
、
縮

尺
模
型
そ
の
他
こ
れ
に
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類
す
る
娯
楽
用
模
型
（

作
動
す
る
か
し
な
い
か

を
問
わ
な
い
。
）
及
び

パ
ズ
ル
の
う
ち

車
輪
付
き
が
ん
具
及

第
八
五
・
〇
一

び
人
形
用
乳
母
車
並

項
、
第
八
五
・

び
に
人
形
（
人
間
を

〇
三
項
、
第
八

模
し
た
も
の
に
限
る

五
・
〇
四
項
又

。
）
以
外
の
も
の

は
第
八
五
・
二

六
項
に
該
当
す

る
物
品
及
び
第

九
五
・
〇
三
項

に
該
当
す
る
物

品
（
車
輪
付
き
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が
ん
具
及
び
人

形
用
乳
母
車
並

び
に
人
形
（
人

間
を
模
し
た
も

の
に
限
る
。
）

を
除
く
。
）
以

外
の
物
品
か
ら

の
製
造
（
非
原

産
品
割
合
が
五

〇
％
以
下
と
な

る
製
造
に
限
る

。
）

［
九
六
・

［
九
六
・

○
一

○
一
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［
略
］

［
同
上
］

～

～

九
六
・
一

九
六
・
一

七
］

七
］

備
考

備
考

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
蔵
省
令

第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
通
関
士
識
別
符
号
の
使
用
）

（
通
関
士
識
別
符
号
の
使
用
）

第
四
条

通
関
業
者
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出

第
四
条

通
関
業
者
は
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
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入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二

入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二

年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条

年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条

（
通
関
士
の
審
査
）
に
規
定
す
る
申
告
等
を
行
う
場
合
に

（
通
関
士
の
審
査
）
に
規
定
す
る
申
告
等
を
行
う
場
合
に

は
、
当
該
申
告
等
の
入
力
の
内
容
を
審
査
し
た
通
関
士
に

は
、
当
該
申
告
等
の
入
力
の
内
容
を
審
査
し
た
通
関
士
に

そ
の
通
関
士
識
別
符
号
（
通
関
士
を
識
別
す
る
た
め
の
符

そ
の
通
関
士
識
別
符
号
（
入
力
を
す
る
通
関
士
を
識
別
す

号
で
、
輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会

る
た
め
の
符
号
で
、
輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
セ
ン

社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
が
付
与
す
る
も
の
を
い

タ
ー
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
が
付
与
す

う
。
）
を
使
用
さ
せ
て
当
該
審
査
を
し
た
旨
を
入
力
さ
せ

る
も
の
を
い
う
。
）
を
使
用
さ
せ
て
当
該
申
告
等
の
入
力

る
も
の
と
す
る
。

を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
財
務
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

財
務
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
財
務
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
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の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正

後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
保
存
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五

四

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五

十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
四
、
第

十
五
号
）
第
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
四
、
第

四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
、
第

四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
、
第

五
十
三
条
第
三
項
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

五
十
三
条
第
三
項
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
の
四
第
二
項
に
お
い

第
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
三
条
の
四
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
同
条
第
四
項
に

て
準
用
す
る
第
五
十
三
条
第
三
項
及
び
同
条
第
四
項
に
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お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
の

お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
の

六
並
び
に
第
五
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項

六
並
び
に
第
五
十
九
条

［
五
～
十

略
］

［
五
～
十

同
上
］

十
一

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令

十
一

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令

第
六
十
九
号
）
第
九
条
、
第
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い

第
六
十
九
号
）
第
九
条
、
第
三
十
三
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
九
条
、
第
三
十
三
条
第
五
項
、
第
七
項

て
準
用
す
る
第
九
条
、
第
三
十
三
条
第
五
項
、
第
七
項

、
第
九
項
、
第
十
項
、
第
十
二
項
及
び
第
十
四
項
並
び

、
第
九
項
、
第
十
項
、
第
十
二
項
、
第
十
四
項
及
び
第

に
第
三
十
三
条
の
十
一
第
一
項

十
六
項
並
び
に
第
三
十
三
条
の
十
一
第
一
項

［
十
二
・
十
三

略
］

［
十
二
・
十
三

同
上
］

４

［
略
］

４

［
同
上
］

別
表
第
一
（
第
三
条
・
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
・
第
四
条
関
係
）

法

令

規

定

法

令

規

定

［
一

［
一

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

～

～
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一
五
］

一
五
］

［
一
六

関
税
定
率
法
施

［
一
六

関
税
定
率
法
施

行
令

［
略
］

行
令

［
同
上
］

～

～

二
二
］

二
二
］

二
三

第
五
十
九
条
第
一
項

二
三

第
五
十
九
条

二
三

第
五
十
九
条
第
二
項

の
二

［
二
四

［
二
四

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

～

～

三
二
］

三
二
］

［
三
三

関
税
暫
定
措
置

［
三
三

関
税
暫
定
措
置

法
施
行
令

［
略
］

法
施
行
令

［
同
上
］

～

～

三
九
］

三
九
］

四
〇

第
三
十
三
条
第
十
四
項

四
〇

第
三
十
三
条
第
十
四
項
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四
〇

第
三
十
三
条
第
十
六
項

の
二

四
〇

［
略
］

四
〇

［
同
上
］

の
二

の
三

四
〇

［
略
］

［
略
］

四
〇

［
同
上
］

［
同
上
］

の
三

の
四

四
〇

［
略
］

四
〇

［
同
上
］

の
四

の
五

［
四
一

［
四
一

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

～

～

五
〇
］

五
〇
］

別
表
第
二
（
第
五
条
―
第
七
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
―
第
七
条
関
係
）

法

令

規

定

法

令

規

定

［
一

［
一
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［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

～

～

一
四
］

一
四
］

［
一
五

関
税
定
率
法
施

［
一
五

関
税
定
率
法
施

行
令

［
略
］

行
令

［
同
上
］

～

～

二
二
］

二
二
］

二
三

第
五
十
九
条
第
一
項

二
三

第
五
十
九
条

二
三

第
五
十
九
条
第
二
項

の
二

［
二
四

［
二
四

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

～

～

三
二
］

三
二
］

［
三
三

関
税
暫
定
措
置

［
三
三

関
税
暫
定
措
置

法
施
行
令

［
略
］

法
施
行
令

［
同
上
］

～

～

三
九
］

三
九
］



- 49 -

四
〇

第
三
十
三
条
第
十
四
項

四
〇

第
三
十
三
条
第
十
四
項

四
〇

第
三
十
三
条
第
十
六
項

の
二

四
〇

［
略
］

四
〇

［
同
上
］

の
二

の
三

［
四
一

［
四
一

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

［
同
上
］

～

～

五
一
］

五
一
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
の
規
定

平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
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二

第
四
条
の
規
定

平
成
二
十
九
年
十
月
八
日


